




第４６号議案

   一宮市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

 一宮市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、別紙案を添えて教育委員会の審議に付します。

 平成２８年７月２０日

一宮市教育委員会

教育長 中 野 和 雄

   提案理由

 一宮市大和公民館の改築、移転に伴い、施設の位置変更を市長に申し出

るため本案を提出します。



一宮市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

 一宮市公民館設置及び管理に関する条例(昭和 30年一宮市条例第 18号)
の一部を次のように改正する。

第 1 条第 2 項の表、一宮市大和公民館の項中「一宮市観音寺１丁目１５番

１０号」を「一宮市末広３丁目６番１号」に改める。 

付 則

この条例は、平成２８年１２月１２日から施行する。



一宮市公民館設置及び管理に関する条例の一部改正（案）新旧対照表 

現行 改正案 

第１条 略 第１条 略 

２ 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 ２ 略 

【別記１ 参照】 【別記１ 参照】 



【別記１】 

現行 

名称 位置 

略 略 

一宮市大和公民館 一宮市観音寺１丁目15番10号

略 略 

改正案 

名称 位置 

略 略 

一宮市大和公民館 一宮市末広３丁目６番１号

略 略 



第４７号議案 

一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定する。 

平成２８年７月２０日提出 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

提案理由 

一宮市尾西生涯学習センター１階に講堂を設置することに伴い、使用料の額を定め、及

び一宮市尾西生涯学習センター西館を廃止するため、本案を提出する。 



一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例（平成17年一宮市条例第55号）の

一部を次のように改正する。 

第２条の表一宮市尾西生涯学習センター西館の項を削る。 

別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第７条関係）

尾西生涯学習センター施設使用料 

（単位 円） 

区分 午後５時までの４時間以内 午後５時から午後９時までの４時

間以内 

２階 会議室Ｇ 2,310 2,840

５階 会議室Ａ 1,050 1,160

会議室Ｂ 1,260 1,680

会議室Ｃ 1,260 1,680

会議室Ｄ 1,370 1,790

会議室Ｅ 1,680 2,210

会議室Ｆ 840 950

料理実習室 2,100 2,730

日本間Ａ 420 420

日本間Ｂ 630 740

６階 大ホール 5,360 6,930

控室Ａ 210 210

控室Ｂ 320 320

講堂 4,620 5,990

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第１に規定する一宮市尾西生涯学習センター講堂の使用に係る手続は、

この条例の施行の日前においても行うことができる。 



一宮市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年一宮市条例第５５号）新旧対照表 

現行 改正案 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 略 

【別記１ 参照】 【別記１ 参照】 

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係）

尾西生涯学習センター及び同西館施設使用料 尾西生涯学習センター施設使用料

（単位 円） （単位 円）

【別記２ 参照】 【別記２ 参照】 

備考 略 備考 略 



【別記１】 

現行 

名称 位置 

一宮市尾西生涯学習センター 一宮市東五城字備前12番地 

一宮市尾西生涯学習センター西館 一宮市東五城字大平裏38番地

一宮市尾西南部生涯学習センター 一宮市明地字宮東38番地 

一宮市尾西生涯学習センター墨会館 一宮市小信中島字南九反11番地１ 

改正案 

名称 位置 

一宮市尾西生涯学習センター 略 

一宮市尾西南部生涯学習センター 略 

一宮市尾西生涯学習センター墨会館 略 



【別記２】 

現行 

区分 午後５時までの４時間以内 午後５時から午後９時までの４時間以内

尾西生涯

学習セン

ター

２階 会議室Ｇ 2,310 2,840

５階 会議室Ａ 1,050 1,160

会議室Ｂ 1,260 1,680

会議室Ｃ 1,260 1,680

会議室Ｄ 1,370 1,790

会議室Ｅ 1,680 2,210

会議室Ｆ 840 950

料理実習室 2,100 2,730

日本間Ａ 420 420

日本間Ｂ 630 740

６階 大ホール 5,360 6,930

控室Ａ 210 210

控室Ｂ 320 320

同西館 １階 東会議室 2,310 2,940

２階 学習室１ 1,470 1,890

学習室２ 1,430 1,840

料理実習室 1,190 1,510

日本間 1,190 1,510

３階 講堂 4,620 5,990

第１会議室 1,050 1,160

第２会議室 1,470 1,890

第３会議室 1,160 1,470

第４会議室 1,050 1,160

第５会議室 630 740

日本間 630 740



改正案 

区分 午後５時までの４時間以内 午後５時から午後９時までの４時間以内

２階 会議室Ｇ 2,310 2,840

５階 会議室Ａ 1,050 1,160

会議室Ｂ 1,260 1,680

会議室Ｃ 1,260 1,680

会議室Ｄ 1,370 1,790

会議室Ｅ 1,680 2,210

会議室Ｆ 840 950

料理実習室 2,100 2,730

日本間Ａ 420 420

日本間Ｂ 630 740

６階 大ホール 5,360 6,930

控室Ａ 210 210

控室Ｂ 320 320

講堂 4,620 5,990
















